
議案第５号

　令和6年度岩手県土地開発公社予算を次のとおり定める。

　

　（総則）

第１条　令和6年度岩手県土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

第１款

　第１項

　第３項

　第６項

第２款
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　第４項

第１款
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第５款

　第１項

4,844,891

156,756

6,699

96,119
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95,363

746

5,104,465

支 出

4,976,214事 業 原 価

有 価 証 券 利 息

雑 収 益

収 入 計

4,844,891

124,624

6,699

差 引 損 益

予 備 費

支 出 計

土 地 造 成 事 業 原 価

102,322

102,322

公 有 地 取 得 事 業 原 価

あ っ せ ん 等 事 業 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

1

1

10,000

事 業 外 費 用

雑 損 失

予 備 費

10,000

5,088,537

15,928

あ っ せ ん 等 事 業 収 益

令和6年度岩手県土地開発公社予算について

令和6年度岩手県土地開発公社予算

事 業 収 益

収 入

5,008,346

公 有 地 取 得 事 業 収 益

土 地 造 成 事 業 収 益

事 業 外 収 益

受 取 利 息



　（資本的収入及び支出）

第３条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。（資本的収入額が資本的支出額に

　対して不足する額は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

（単位：千円）

第１款

　第３項

第１款

　第１項

　第３項

　第５項

　第６項

　第７項

　（債務負担行為）

第４条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

（単位：千円）

期間 金額 期間 金額

－ － 令和6～10年度 160,000

－ － 令和6～10年度 500,000

－ － 令和6～10年度 150,000

0 810,000

　（長期借入金）

第５条　長期借入金の借入目的、限度額、借入の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定め

　る。

（単位：千円）

利　率

土 地 造 成 事 業 費 65,692

公 有 地 取 得 事 業 費

資 本 的 支 出

支 出

6,095,163

940,082

20,500

公 社 債 及 び 長 期 借 入 金

1,208,407

収 入

1,208,407

1,208,407収 入 計

資 本 的 収 入

固 定 資 産 取 得 費

4,886,756

6,095,163

10,000

公社債償還金及び長期借入金償還金

予 備 費

5,058,889

事　項

160,000

500,000

810,000

支 出 計

不 足 す る 額

金ケ崎拡幅改築事業用地先行取得業
務（R6）
北上花巻道路改築事業用地先行取得
業務（R6）

合計

限度額

宮古盛岡横断道路（田鎖蟇目道路）
改築事業用地先行取得業務（R6）

150,000

事業資金

借入の限度額

1,208,407

借入の目的

年1.51％
以内

当座貸越等
による。

借入の方法

５年度末までの
支払義務発生額

６年度以降
支払義務発生額

　借入先の融資条件による。ただ
し、事情により償還年限を短縮
し、又は繰上償還することができ
る。

償還の方法


